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目的　2022年 6 月の児童福祉法等の一部を改正する法律により，子育て世代包括支援センターと子
ども家庭総合支援拠点が統合し，「こども家庭センター」を設置することですべての妊産婦，
子ども，子育て世帯への一体的な相談支援が強化される。現在，全市区町村の 9割を超える自
治体で設置されている子育て世代包括支援センターの認知度と利用状況，利用者の特性を調査
し，こども家庭センターを広く普及していくための基礎資料とすることを目的とした。

方法　（株）クロス・マーケティング保有の「長子・末子・出産月」のスペシャルパネルを用いて，
2021年度において 3歳以下の子どもをもつ母親に無作為にアンケートを配信し，無記名自記式
のオンラインアンケート調査を実施した。子育て世代包括支援センターの認知度と利用状況に
ついて，記述統計により基本属性に基づき整理し，認知度や利用状況が基本属性によって差が
ないか，妊娠期の利用状況と出産後の利用状況の関係をχ2検定により統計学的に比較した。

結果　母親866名から回答を得た。子育て世代包括支援センターを知っている者は66.9％で，その
うち，52.5％が知っているが利用していなかった。大都市に居住している方が，無職の方が，
また，祖父母と同居している方が子育て世代包括支援センターを知らなかった。66.9％が母子
健康手帳取得のための利用，26.2％が妊娠期に妊娠，出産，子育てについての相談利用，37.8
％が出産後の子育てについての相談利用であった。子育て世代包括支援センターで妊娠期に積
極的に相談していた者は，出産後も継続利用していることが明らかとなった。

結論　2017年に子育て世代包括支援センターが法定化され，その後に出生した子どもをもつ母親を
対象に，子育て世代包括支援センターの認知度，利用状況，利用者の特性を整理することがで
きた。今後，設置されるこども家庭センターが広く利用されるためには，人口規模に応じた周
知の工夫や，職域での情報入手がない無職層への情報発信が重要であること，また，妊娠期か
らの丁寧な関わりにより出産後も子育て支援をより継続できることが示唆された。今後，設置
されるこども家庭センターの妊娠期からの子育て支援推進の基礎資料になると考える。	

キーワード　子育て世代包括支援センター，こども家庭センター，子育て支援，児童虐待予防，実
態調査，児童福祉法

Ⅰ　緒　　　言

　わが国では，1990年以降，少子化対策として
子育て支援に重点がおかれ，男性を含めた働き
方の見直しなどの「働き方改革」と，子育てを

社会全体で支える施策などの「子育て支援」を
軸とした対策が行われてきた。2015年 3 月策定
の「少子化社会対策大綱」により，これらの施
策に加えて，妊娠期から子育て期にあたる世代
を包括的に支援する施策が開始された1）。地域
で妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を強化し
ていくため，フィンランドの「ネオボラ」の制＊関西大学人間健康学部・人間健康研究科教授
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度をモデルとした「包括的・継続的な支援シス
テム」の導入が目指された2）。「ネオボラ」とは，
同じ保健師が，母親の妊娠期から子どもの就学
前までの間，子育てに関するあらゆる相談に対
応し，きめ細やかに支援していく制度であり，
子どもと家族全体の健康と福祉の促進，疾病予
防，健康格差の低減に寄与している3）-5）。
　わが国において，妊娠期から地域で包括的に
子育てを支援する必要性が高まってきた背景に
は，もともと子育て支援は歴史的には血縁・地
縁型のネットワークが担っていたが，都市化や
核家族化の影響でそのネットワークが弱体化し，
子育て世代の不安や負担が増加していることが
あげられる2）。妊産婦や子育て世代への支援が
行政，医療機関，民間機関などの様々な機関や
制度によって縦割りで行われており，十分な連
携が取れていないことも挙げられ，市町村レベ
ルでの身近な場所でのワンストップサービスが
望まれてきた2）。
　そこで，妊娠期から子育て期にあたる世代の
包括的な支援策として，妊娠・出産・子育てを
ワンストップで支援する市町村の拠点「子育て
世代包括支援センター（以下，子育て支援セン
ター）」を2020年度末までに全国展開すること
が決められ，2021年 3 月末には，1,603市区町
村で2,451カ所が整備されている6）。子育て支
援センターは，①妊産婦・乳幼児等の実情を把
握すること②妊娠・出産・子育てに関する各種
の相談に応じ，必要な情報提供・助言・保健指
導を行うこと③支援プランを策定すること④保
健医療，福祉の関係機関との連絡調整を行うこ
とが求められている7）。市区町村は，妊婦によ
る妊娠届の市町村への提出を機に，妊婦を把握
でき，そこから支援を開始することができる状
況にあり，特に，妊娠期から ３歳までの子育て
期について重点を置いている。子育て支援セン
ターの適切な運営により，妊娠期からの子育て
支援が期待されていた。しかしながら，児童虐
待の相談対応件数，子育てに困難を抱える世帯
数は増加の一途をたどり，迅速な福祉的対応が
迫られる場面が増えている現状にある8）。
　今般，2022年 6 月16日に公布された児童福祉

法等の一部を改正する法律により，母子保健法
に基づき妊婦や子どもの保健を行っている子育
て支援センターと，児童福祉法に基づき子ども
と妊産婦の福祉を主として行っている子ども家
庭総合支援拠点が統合し，新たに「こども家庭
センター」を設置することですべての妊産婦，
子ども，子育て世帯への一体的な相談支援が強
化されることになる。こども家庭センターは，
2024年 4 月以降をめどに，各自治体で設置が望
ましいとされており（努力義務），2021年12月
12日に閣議決定され新たに創設される子ども家
庭庁が所管することになる。
　2017年に法定化されたばかりの子育て支援セ
ンターは，2021年 4 月時点で全市区町村の 9割
を超える1,603自治体で着実に設置されている
ものの9），妊産婦や乳幼児の子どもとその保護
者への周知状況など，利用者側の視点で十分な
検証がなされていない。今後，同時点で 4割強
の635自治体に設置されている子ども家庭総合
支援拠点と統合され，こども家庭センターとし
て，さらに子育て支援サービスが強化されるに
あたっては，まず，ほぼ全市区町村に設置され
つつある子育て支援センターの周知状況等を明
らかにすることが重要である。
　そこで，本調査では，乳幼児をもつ母親の子
育て支援センターの認知度と利用状況を明らか
にするとともに，利用者の特性を検証すること
で，今後，整備されるこども家庭センターを広
く普及していくための基礎資料とすることを目
的とした。

Ⅱ　方　　　法

　（株）クロス・マーケティングが保有する「長
子・末子・出産月」のスペシャルパネルを用い
て，2021年度において 3歳以下の子ども（誕生
日が2018年 4 月 2 日以降）をもつ母親に無作為
にアンケートを配信し，無記名自記式のオンラ
インアンケート調査を実施した。各年齢各男女
の回答数が一定になる段階で配信を打ち切る方
法である。そのため，配信数には，アンケート
に回答した者，回答しなかった者，回答したい
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と考えても回答デバイス
の都合で回答できなかっ
た者，回答中に配信が打
ち切られた者，配信した
にも関わらず，配信に気
づかなかった者が含まれ
る。配信調査日は2022年
2 月 1 日とした。
　調査内容は，子育て支
援センターの認知度と利
用状況，対象者の基本属
性（年齢，居住地域，婚
姻状況，同居家族，教育
歴，就労状況など）であ
る。
　子育て支援センターの
認知度と利用状況につい
て，記述統計により基本
属性に基づき整理した。
さらに，子育て支援セン
ターを知っている者とそ
うでない者，利用してい
る者としていない者で基本属性によって差がな
いか，また，妊娠期の利用状況と出産後の利用
状況の関係をχ2検定により統計学的に比較し
た。有意水準を 5％とした。
　なお，本研究は関西大学人間健康学部・研究
科倫理委員会に諮った結果，（株）クロス・マー
ケティングが保有するスペシャルパネルを用い
た研究で，研究者にとっては匿名化情報である
ことから審査対象外であると判断された。本研
究に関連し開示すべき利益相反状態はない。

Ⅲ　結　　　果

　母親866名から回答を得た。配信数は8,736名
であった。表 1をみると，回答者の平均年齢は
34.3歳，94.5％が結婚していて，31.5％が複数
の子どもをもち，7.4％が祖父母と同居し，
54.3％が有職であった。子育て支援センターを
知っている者は66.9％で，そのうち，52.5％が
知っているが利用していなかった。大都市に居

住している方が，無職の方が，また，祖父母と
同居している方が子育て支援センターを知らな
かった。婚姻状況や教育歴などにより子育て支
援センターの認知度・利用経験に差はなかった。
　子育て支援センターを利用した（している）
者は，66.9％が母子健康手帳取得のための利用，
26.2％が妊娠期に妊娠，出産，子育てについて
の相談利用，37.8％が出産後の子育てについて
の相談利用であった（表 2）。出産後，子育て
支援センターを利用した（している）者の割合
は，母子健康手帳取得のために利用していな
かった者の方が，また，妊娠期に相談利用して
いた者の方がより多かった（表 3）。妊娠期に
積極的に相談していた者が出産後も相談のため

表 1　対象者属性および子育て世代包括支援センターの認知度，利用状況
（単位　名，（　）内％）

総数

子育て世代包括支援センターの認知度，利用状況

ｐ値利用経験
がある

（ｎ＝275）

知っているが
利用していない
（ｎ＝304）

知らない
（ｎ＝287）

平均年齢 34.3歳 34.9歳 33.8歳 34.2歳
婚姻状況
　未婚 11（ 1.3） 2（ 0.7） 5（ 1.6） 4（ 1.4） 0.758
　離別・死別 37（ 4.3） 14（ 5.1） 13（ 4.3） 10（ 3.5）
　結婚 818（94.5） 259（94.2） 286（94.1） 273（95.1）
就労状況
　有職 470（54.3） 149（54.2） 180（59.2） 141（49.1） 0.049
　無職 396（45.7） 126（45.8） 124（40.8） 146（50.9）
居住地域
　指定都市・特別区 305（35.3） 83（30.2） 94（30.9） 128（44.6） 0.002
　中核市 177（20.4） 57（20.7） 66（21.7） 54（18.8）
　他市町村 384（44.3） 135（49.1） 144（47.4） 105（36.6）
複数の子ども
　あり 273（31.5） 90（32.7） 101（33.2） 82（28.6） 0.417
　なし 593（68.5） 185（67.3） 203（66.8） 205（71.4）
祖父母と同居
　なし 802（92.6） 247（89.8） 280（92.1） 275（95.8） 0.023
　あり 64（ 7.4） 28（10.2） 24（ 7.9） 12（ 4.2）
育児の主たる者
　本人 833（96.2） 261（94.9） 295（97.0） 277（96.5） 0.513
　パートナー 24（ 2.8） 10（ 3.6） 6（ 2.0） 8（ 2.8）
　祖父母 6（ 0.7） 3（ 1.1） 1（ 0.3） 2（ 0.7）
　その他 3（ 0.3） 1（ 0.4） 2（ 0.7） -（ -  ）
教育歴
　中学校／高等学校 203（23.4） 59（21.5） 71（23.4） 73（25.4） 0.554
　短大／高専／専門学校 255（29.4） 82（29.8） 97（31.9） 76（26.5）
　大学／大学院 408（47.1） 134（48.7） 136（44.7） 138（48.1）

表 2　子育て世代包括支援センターの利用理由（ｎ＝275）
人数（％）

母子健康手帳取得 184（66.9）
妊婦期に妊娠，出産，子育てについて相談 72（26.2）
出産後の子育てについて相談 104（37.8）

注　複数回答
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に子育て支援センターを
継続利用していることが
明らかとなった。

Ⅳ　考　　　察

　乳幼児をもつ母親の子
育て支援センターの認知度，利用状況，子育て
支援センター利用者の特性を明らかにした。大
都市に居住している方が，祖父母と同居してい
る方が，また，無職の方が子育て支援センター
を知らず利用していなかった。子育て支援セン
ターを知って利用してもらうためには，人口規
模に応じた周知の工夫や，職域での情報入手が
ない無職層への情報発信の工夫が必要であるこ
とがわかった。祖父母との同居により子育て支
援センター等のフォーマルな支援への関心が低
いことが推測された。妊娠期に積極的に子育て
支援センターで相談していた者は，出産後も継
続利用していることが明らかとなった。妊娠期
からの関わりの工夫により出産後も子育て支援
をより継続できることが示唆された。
　児童虐待の相談対応件数の増加，子育てに困
難を抱える世帯の増加などに対応するため，児
童虐待の防止等に関する法律の制定（2000年），
児童福祉法の改正など，法制度の整備のもと，
地域での対策が講じられてきた10）。2016年の児
童福祉法の改正では，子どもの権利条約の理念
が盛り込まれ，子どもが家庭で養育されること
が優先されること，それを支援するための子ど
も家庭総合支援拠点の市区町村設置など，抜本
的な改正が行われた11）。その後も子育て支援セ
ンターと子ども家庭総合支援拠点がそれぞれの
留意点を整理し，相互の情報提供が円滑に進む
ように制度の工夫がなされてきた。今般の児童
福祉法改正によりこれら 2つがこども家庭セン
ターとなり，組織としても一体的に業務を遂行
できることで， 2つの機関で情報が十分に共有
されず支援が遅れる事態も避けられ，機能強化
されることが期待できる。児童虐待予防のため
には，早期からの支援が必要であることはいう
までもなく12），まずは，支援対象者を把握する

こと，そのためには，対象となる妊産婦にこど
も家庭センターを知ってもらい，利用してもら
うことが不可欠である。今回，わが国で初めて，
子育て支援センターを利用できる対象者側の認
知度を調査できた。センターを知らない者は
33.1％で，知っているが利用していない者は
35.1％と，68.2％の者が利用につながっていな
い現状であった。まずは，こども家庭センター
で行われるサービス内容が十分に対象者に届く
ような工夫が必要である。本調査で母子健康手
帳取得時に相談した者の方が，出産後に子育て
支援センターを利用していないことから，取得
時に出産・子育て等に関する必要な情報を得た
と考えていたと推測できる。母子健康手帳を配
布し，その際に，出産後の公的サービスの具体
的な情報提供や寄り添った対応を行うことも，
今後，こども家庭センターを知ってもらい，利
用してもらう有効な手段であると考える。
　子育て支援センターは，すべての子どもや家
庭を対象とした妊娠期からの子育て支援を行う
ポピュレーションアプローチ13）と同時に，妊婦
健康診査や乳幼児健康診査等におけるアセスメ
ントにより同定したハイリスク者へのハイリス
クアプローチ14）を進めている。一方，子ども家
庭総合支援拠点は，子どもおよび妊産婦の福祉
に関し，必要な実情の把握に努め，情報の提供
を行い，家庭その他からの相談に応じ，調査お
よび指導を行うとともに，その他の必要な支援
に係る業務を適切に行うこと15）とされており，
福祉ニーズのある者に対するハイリスクアプ
ローチである。これら ２つの機関が統合し，こ
ども家庭センターとして機能するとき，妊娠期
から子育て世代全般へ切れ目なく支援を行いつ
つ，同時に社会的不利な度合いに応じた対策の
強化を行うユニバーサルアプローチ16）の方法を

表 3　妊娠期の子育て世代包括支援センター利用状況と出産後の利用状況の関係
（単位　名，（　）内％）

妊娠期に母子健康手帳取得のため利用 妊娠期に妊娠，出産，子育てについて相談

利用
（ｎ＝184）

利用なし
（ｎ＝91） ｐ値 利用

（ｎ＝72）
利用なし
（ｎ＝203） ｐ値

出産後，利用あり 61（33.2） 43（47.3） 0.023 43（59.7） 61（30.0） ＜0.001
出産後，利用なし 123（66.8） 48（52.7） 29（40.3） 142（70.0）
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とることで，より行き渡った子育て支援が期待
できる。
　本調査は，回答者数が一定数になった時点で
配信を終了する形式をとったオンラインアン
ケート調査のため，回答者は，インターネット
にある程度精通している者，アンケート内容に
興味のある者等の選択バイアスがある。また，
配信数には，回答したいと考えても回答デバイ
スの都合で回答中に配信が打ち切られた者，配
信したにも関わらず，配信に気づかなかった者
が含まれるため，アンケートを見て回答しな
かった者の数は不明で，正確な回答率は算出で
きない。配信数における回答者数の割合が9.9
％であることから，それよりも高い回答率であ
ることは推測できる。
　選択バイアスがあるものの，全国様々な地域
からの対象者で，かつ，2017年に子育て支援セ
ンターが法定化され，その後に出生した子ども
（2018年 4 月以降に出生）をもつ母親を対象と
したことで，子育て支援センターが法定化され
た初期段階における子育て支援センターの認知
度，利用状況，利用者の特性を整理することが
できた。今後，設置されるこども家庭センター
の妊娠期からの子育て支援推進の基礎資料にな
ると考える。また，本調査で明らかとなった子
育て支援センターを知らない層や利用していな
い層は，妊娠期から子育て期に利用できる公的
なサービスや支援を享受できる機会が少ないこ
と，それにより子育てに困難を抱え虐待のリス
クにもなりえることも考えられる。虐待予防を
念頭においた子育て支援を強化していくために
は，これらの対象者特性に応じたサービス提供
方策について，さらなる研究が必要である。
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